
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

六

百

三

号

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

下

呂

白

川
線

路
線
名

加
茂
郡
白
川
町
水
戸
野
字
炭

竃
七
八
八
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

八
〇
四
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
五
一
ペ
ー
ジ

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

七
五
一

公

示

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請

(

農
業
経
営
課)

七
五
二

○
土
地
改
良
区
の
設
立
認
可

(

農
地
整
備
課)

七
五
三

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

七
五
三

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査
の

実
施

(
交
通
指
導
課)

七
五
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日



学
頭
辻 丸
池
沖
之
洞

福
原
尾

栃
久
保

道
木
新
賦

区
域
の
名
称

石
原

区
域
の
名
称

恵
那
市
大
井
町

恵
那
市
東
野

恵
那
市
大
井
町

恵
那
市
飯
地
町

恵
那
市
飯
地
町

恵
那
市
笠
置
町

恵
那
市
笠
置
町

恵
那
市
中
野
方
町

区

域

の

所

在

地

高
山
市
一
之
宮
町

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

地
滑
り

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

新
田
川
ケ
渡

閑
羅
瀬

松
林
中
沢
大
久
手

和
合

小
畑
・
月
郡
・
古

町 杉
野
原 大
円
寺

中
富
野
井
旭
ケ
丘

恵
那
市
長
島
町
久
須
見

恵
那
市
串
原

恵
那
市
串
原

恵
那
市
串
原

恵
那
市
串
原

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
明
智
町

恵
那
市
山
岡
町

恵
那
市
岩
村
町

恵
那
市
岩
村
町

恵
那
市
三
郷
町

恵
那
市
大
井
町

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

地
滑
り

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農
用
地
利
用

配
分
計
画
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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坂
祝
町

池
田
町

大
野
町

揖
斐
川
町

神
戸
町

養
老
町

海
津
市

本
巣
市

可
児
市

美
濃
加
茂
市

羽
島
市

中
津
川
市

関
市
岐
阜
市

市
町
村

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
二
十
六
年
度
第
一
号

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の

番
号

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
洞
口
三
五
番
一
他
六
筆

揖
斐
郡
池
田
町
萩
原
字
観
音
堂
一
三
一
五
番
一
他

七
三
筆

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
方
字
中
之
町
一
一
八
番
他

一
四
筆

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
房
島
字
中
島
道
下
一
五
五
八
番

他
三
六
筆

安
八
郡
神
戸
町
大
字
末
守
字
大
明
神
八
四
〇
番
他

八
四
筆

養
老
郡
養
老
町
室
原
字
新
宮
三
一
九
一
番
他
三
九

七
筆

海
津
市
海
津
町
江
東
字
一
の
割
六
二
番
一
他
一
五

四
七
筆

本
巣
市
曽
井
中
島
字
向
野
二
九
三
番
一
他
二
二
九

七
筆

可
児
市
二
野
字
六
反
田
一
六
一
三
番
一
他
五
筆

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
井
屋
二
四
四
四
番
他
六

筆 羽
島
市
下
中
町
市
之
枝
一
丁
目
五
五
番
他
三
〇
四

筆 中
津
川
市
苗
木
字
大
牧
六
四
〇
六
他
三
六
二
筆

関
市
西
神
野
字
八
神
下
七
〇
五
番
他
二
六
五
筆

岐
阜
市
中
西
郷
三
丁
目
一
番
一
他
四
筆

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

栗

原

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

御
嵩
町

白
川
町

富
加
町

同 同 同

栗

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

可
児
郡
御
嵩
町
伏
見
字
西
柿
外
戸
一
七
六
七
番
二

他
一
一
一
筆

加
茂
郡
白
川
町
中
川
字
野
頭
三
〇
六
番
一
他
八
九

筆 加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
字
木
船
三
六
四
一
番
一
他

二
一
五
筆

平
成
二
六
・
一
一
・
二
〇

認

可

年

月

日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

二

申
請
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
農
政
部
農
業
経
営
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日
ま
で

○
土
地
改
良
区
の
設
立
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地

改
良
区
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
羽
島
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

羽
島
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

四
級
基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
福
寿
町

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下｢
法｣
と
い
う
。)

第
五
十
一
条
の
十
三
第

一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資

格
同
等
認
定
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

水

谷

邦

照

一

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習

１

講
習
の
期
日
及
び
時
間

一�
第
一
日

平
成
二
十
七
年
二
月
二
日(

月)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

講
習
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
分
ま
で

二�
第
二
日

平
成
二
十
七
年
二
月
三
日(

火)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

講
習
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
分
ま
で

三�
第
三
日(

修
了
考
査)

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日(

月)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

考
査
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

２

講
習
の
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部
二
階
２
Ａ
会
議
室

３

受
講
定
員

三
十
人

４

受
講
申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
五
日(

月)

か
ら
一
月
十
六
日(

金)

ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

５

受
講
申
込
先

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課

６

提
出
書
類
等

一�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書(

以
下｢

受
講
申
込
書｣

と
い
う
。)

二�
受
講
申
込
書
に
貼
付
す
る
写
真
一
枚(

受
講
申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の)

三�
収
入
証
紙
納
付
書

７

講
習
手
数
料

二
〇
、
〇
〇
〇
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
入)

８

受
講
申
込
方
法

一�
岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
各
警
察
署
交
通
課
に
て
受
講
申
込
書
及
び

収
入
証
紙
納
付
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
講
申
込
書
等
は
、
岐
阜
県
警
察
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

岐
阜
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/police/

二�
受
講
申
込
書
に
写
真
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

三�
収
入
証
紙
納
付
書
に
二
〇
、
〇
〇
〇
円
分
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い(

消

印
し
な
い
こ
と
。)
。
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四�
受
講
申
込
書
及
び
収
入
証
紙
納
付
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
一
５
の
受
講
申
込
先
に
受
講

者
本
人
が
直
接
持
参
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

五�
申
込
み
の
際
、
受
講
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
等
の
顔
写
真
入
り
の
公
的
証
明
書)

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

９

そ
の
他

一�
一
８
四�
以
外
の
方
法
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

二�
一
旦
納
入
し
た
講
習
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。

三�
受
講
申
込
者
数
が
定
員
に
達
し
た
場
合
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

四�
講
習
及
び
修
了
考
査
と
も
に
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
及
び
筆
記
用
具
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
修
了
考
査
日
に
は
、
認
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

五�
二
日
間(

十
四
時
間)

の
講
習
を
受
講
後
、
修
了
考
査(

一
時
間)

に
合
格
し
た
者
に
対
し

て
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

二

駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査

１

認
定
考
査
の
期
日
及
び
時
間

平
成
二
十
七
年
二
月
九
日(

月)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

考
査
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

２

認
定
考
査
の
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部
二
階
２
Ａ
会
議
室

３

認
定
考
査
受
検
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

一�
道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
の
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
三
年
以
上
で
あ
る
者

二�
確
認
事
務
に
お
け
る
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
っ
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ

る
者

三�
一�
又
は
二�
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
経
歴
を
有
す
る
者

４

申
請
受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
五
日(

月)

か
ら
一
月
十
六
日(

金)

ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

５

申
請
先

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課

６

提
出
書
類
等

一�
認
定
申
請
書

二�
認
定
申
請
書
に
貼
付
す
る
写
真
一
枚(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三

分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
も
の)

三�
二
３
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四�
収
入
証
紙
納
付
書

７

認
定
手
数
料

四
、
五
〇
〇
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
入)

８

申
請
方
法

一�
岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
各
警
察
署
交
通
課
に
て
認
定
申
請
書
及
び

収
入
証
紙
納
付
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
認
定
申
請
書
等
は
、
岐
阜
県
警
察
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

岐
阜
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/police/

二�
認
定
申
請
書
に
写
真
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

三�
収
入
証
紙
納
付
書
に
四
、
五
〇
〇
円
分
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い(

消
印

し
な
い
こ
と
。)

。

四�
認
定
申
請
書
及
び
収
入
証
紙
納
付
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
二
５
の
申
請
先
に
申
請
者
本

人
が
直
接
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

五�
申
請
の
際
、
申
請
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
等
の
顔
写
真
入
り
の
公
的
証
明
書)

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

９

そ
の
他

一�
二
８
四�
以
外
の
方
法
に
よ
る
申
請
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

二�
一
旦
納
入
し
た
認
定
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。

三�
認
定
考
査
に
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
検
票
、
筆
記
用
具
及
び
認
印
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

四�
認
定
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

三

注
意
事
項

１

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
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途
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
駐
車

監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
申
請
の
際
、
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
欠
格

事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
も
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確

認
事
務
の
委
託
を
受
け
た
法
人
に
属
さ
な
い
限
り
、
駐
車
監
視
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

四

講
習
及
び
審
査
に
関
す
る
問
合
せ
先

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課

電
話
〇
五
八
―
二
七
一
―
二
四
二
四

内
線
五
一
二
四

第２６０３号 岐 阜 県 公 報 平成26年12月２日 ( 756 )

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


